
特定貨物自動車運送業における動作の反動無理な動作災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017

年

発生

月

時間 死傷災害発生事例
年

齢

労

働

者

規

模

1
11～

12

社内の作業場で梱包作業中、3m×2m・重さ80㎏の枠組を、2人で持ち上げた時、

右胸に痛みを感じた。
38

30

～

49

2 9~10

当営業所内、荷締めレーンにてトレーラーに台木（105㎜×105㎜×1300㎜、杉

材、重さ約5㎏）を積み込んでいた。 5本目を積み込もうと中腰体勢で台木を持ち

上げたところ、右腰に激痛が走り、その場で動けなくなった。

37

50

～

99

3 9~10
荷下ろし場で荷降ろし準備中に、ホースを繋ごうとホースのネジを締めるため中腰

になったとき腰を痛めた。
41

10

～

29

4
21～

22

荷降ろしを終えてトラックに戻る際に、当センターの階段を下りている時に受傷し

た（右腓腹筋肉離れ）。
50

10

～

29

4
15～

16

工場内にて、残土の積込運搬作業中、ダンプを降車し重機に乗車するため整地され

ていない足場の悪い土の山の上を徒歩で移動中、最初の一歩を踏み出した時に左足

を痛めてしまった。

64

10

～

29

5
15～

16
荷台でビールケースを持ち上げた時に腰を痛めた。 36

10

～

29

5
13～

14

生コンクリートを下ろし終わった後のシュートを洗い流して、残水バケツに水を納

め、その残水バケツの水を生コンクリートを積み込むホッパー部分へ戻す際に、ス 39
1～

9



テップを上っていたときにバランスを崩し、左前太ももを負傷した。

5
11～

12

定期ゴミ収集中、徒歩移動しながら収集車へゴミを投げ入れた時に、右足踵横に痛

みを感じた。 そのまま我慢して作業を続けたが、その後、痛みが増した。
25

50

～

99

6
17～

18

営業所の洗車場において、帰庫後に行う洗車をするために歩いていたところ、左足

を捻り、骨折した。
31

50

～

99

7 20~21

車両荷台から郵便物を入れたパレットを引き出し、郵便局へ下ろす業務を行ってい

た時、荷台に3台並んだパレットの一番右側を引き出そうとしたところ、しっかり

積まれておりキツかったので、パレットを揺らしながら強く引き出した瞬間、グ

キッと音がし、左の肩を捻った状態となり、その時引き出したパレットに左肩を軽

くぶつけた。 その時は痛みもなくそのまま勤務を続行したが、4～5時間後に痛み

が出てきて翌日の夜には眠れない程の強い痛みを感じた。

55

100

～

299

7 9~10
現場でミキサー車の後方ステップから地面に降りた際、段差が3cm程あったため、

右足をひねり骨折した。
53

10

～

29

7 13~14
石油製品を積込する時ローティングアームを片手で引き寄せたため、腕に負担が掛

かり右腕を負傷した。
55

10

～

29

7
18～

19

空パレットを整理整頓中、床のスベリ止め用凸凹にパレットの車輪がひっかかり、

パレットが倒れそうになったため、手で止めようとした。 その際に無理な体勢で

踏んばったため、右足大腿部裏側を痛めた。

59

30

～

49

7
16～

17

貨物トラックにて、営業所に搬送してきた商品を降ろし終えて、トラックに戻る途

中、地表面のアスファルトが大きく割れている箇所があり、その割れ目に足を取ら

れ捻って、負傷したものである。

42

10

～

29

9
11～

12

得意先において、ガスボンベを据え付けるため、まわして移動させていたところ、

草地において、草に足を滑らせバランスをくずして、右足首をひねって骨折した。
44

30

～



49

10 3～4
納品先で作業を完了し、ジョロダーを返そうと、片手で持ち上げた際、右腕を痛め

た。
47

100

～

299

10
11～

12

顧客先に、22食分（3バット・1ハッポー、味噌汁缶1個）の弁当を一度に持ち納品

のため、3段のせまい階段を横向きで下りている最中に、体勢が崩れたため、持ち

直そうと力を入れたところ、腰に激しい痛みを感じ負傷した。

30

10

～

29

11 6～7
工場内のバンバリーミキサーによる混練作業後、排出時のドアに挟まっている物を

取り除く際、指が触れ、右手中指・薬指の爪上部より裂傷した。
58

10

～

29

11
14～

15

倉庫内においてピッキング作業をしていた、作業開始2時間後、棚の一番下にある

商品を取るため屈んだ際、左膝に痛みを感じた。
20

100

～

299

11
13～

14

倉庫内において仕分作業を行っていた。 作業台にある帳票を取りに行こうと作業

台の手前で歩行を停止しようとした時、靴裏が滑り易かったため滑りそうになり両

足を踏ん張った際、背中に痛みを感じた。

40

100

～

299

11
12～

13

ダンプの荷台で作業して梯子階段を下りて地面のコンクリートの段を踏み外して、

足首を捻って骨折した。
58

1～

9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html
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